










〈緒言〉 

学校集団検尿が学校保健法に義務づけられて 10 年が経過した。集団検尿の意義はすべての

有所見者に対して的確な診断と事後措置がなされることにある。 

われわれは昭和 50 年より千葉市の学童及び幼児の集団検尿を検討してきた。ここにその

10 年間の成績をまとめ報告する。 


